
 

 

令和５年度福岡地方最低賃金審議会 

第３回福岡県百貨店，総合スーパー最低賃金専門部会 

 

１ 日 時 ： 令和５年９月 28日（木） 12：55～14：15 

 

２ 会 場 ： 福岡合同庁舎 本館５階 共用第４会議室 

 

３ 出席者 ： 【公益代表委員】 ３人（定数３人） 

        【労働者代表委員】２人（定数３人） 

        【使用者代表委員】３人（定数３人） 

 

４ 主要議題 

  （１）福岡県百貨店，総合スーパー最低賃金の改定について 

  （２）その他 

 

５ 審議内容 

（労働者側） 

人材確保及び売上・利益改善の企業が認められることから協定最低賃金の 945円を主張。 

（使用者側） 

人材確保で他の産業より優勢をとるため、945円を受容する。 

 

48円引上げの１時間 945円にて全会一致となった。10/13までの間、異議申出公示を行った

上で 12/10の統一発効予定。 


